
 １ 　基本目標 1　あらゆる場面への男女共同参画の理念の浸透

　男女共同参画社会の実現には、ジェンダー平等の実現とあらゆる分野における政策・方針の立案及

び決定過程に男女が対等な立場で参画することが大変重要です。誰もが個性と能力を発揮し、いきい

きと生活できる社会の実現を目指し、女性の参画の拡大を図っていく必要があります。

 施策の方向 1 （ー1）　男女共同参画の理念の普及・啓発

　家庭での役割を誰が担っているかを問うと、「主に妻」は「（1）食事の支度」「（2）食事の後片付

け、食器洗い」「（3）掃除」「（4）洗濯」「（5）育児」などの項目において上位となっています。特に

「（1）食事の支度」と「（4）洗濯」は７割を超えて高い割合となっており、家事にかかわることの多

くは妻が担っていることがわかります。

　固定的な性別役割分担意識や性差による偏見が解消されるよう、様々な教育機会の提供や、啓発活

動を展開し、男女共同参画意識の普及を図ります。

あなたのご家庭では、次にあげる家庭での役割を、主にどなたが担っていますか。

令和元年度市民意識実態調査

第４章　施策の展開
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 施策の方向 1 （ー２）　政策・方針決定の場への女性参画の促進

　世界経済フォーラムが毎年発表する社会全体（経済・政治・教育・健康分野の合計）の男女格差を

示す「ジェンダーギャップ指数」において、令和 3（2021）年の日本の順位は 156 か国中 120 位と（令

和 2 年は 153 か国中 121 位）、先進 7 か国で最下位となっています。特に、政治分野と経済分野で

の格差が最も大きくなっている理由の１つとして、女性の閣僚数（126 位）及び国会議員（衆議院）

数（140 位）が少ないことがあげられます。

　こうした特徴は本市においても例外ではなく、これまでもポジティブ・アクション（積極的格差是

正措置）を起こし、10 年前と比較して、指標である審議会等の委員への登用が数値的には改善され

ているものの、依然、目標値には達していないため、継続して女性の積極的な登用を促進します。

ポジティブ・アクション

　積極的格差是正措置といいます。社会のあらゆる場面で男女が社会の対等な構成員として
参画する機会に男女格差がある場合、必要な範囲内で男女のいずれか一方に対し、積極的に
参画機会を与えることです。
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第４章　施策の展開

 ２ 　基本目標 2　ワーク・ライフ・バランス推進と男女活躍社会の実現

　これからの５年を考えると、男女平等の価値観の浸透や、男性と同様に女性も大事な労働力として

就業率は高まるものと予測されます。

　男性も女性も働きやすく、生活しやすい環境を整えることが急務となっており、ワーク・ライフ・

バランスを進める必要があります。

　また、新型コロナウイルス感染症拡大が契機となり、テレワークの導入など、柔軟で多様な働き方

の変革をチャンスととらえ、働く場での女性活躍や男性の家庭生活への積極的な参画につなげること

が重要です。

　

 施策の方向２（ー１）　職業生活における男女共同参画の実現

　女性の管理職がいる事業者の割合で、平成 29（2017）年度の割合が、経年比較で 10 年前の平成

19（2007）年度から 8.7 ポイント増加しており、女性の社会活躍が進んでいる状況が伺えます。

　また、男性が仕事だけでなく家庭生活の時間を確保するためには、長時間労働など職場の業務改善

と、本人だけではなく職場や社会全体の意識改革が必要です。

　事業者に対する啓発を継続的に行い、コロナ禍で広がりを見せたテレワークの導入などの働き方を

推進し、男性中心型労働慣行の変革を促進するとともに、女性のキャリア支援も行う必要があります。

男女が家庭でも職場でも、同様に責任を分かち合い、お互いが活躍できる社会の実現を目指し、ワー

ク・ライフ・バランスの推進と女性のキャリア支援に取り組みます。

テ レ ワ ー ク

　ICT（情報通信技術）を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方。主に会社に
勤務する人が行う在宅勤務（自宅を就業場所とするもの）、モバイルワーク（施設に依存せず、
いつでも、どこでも仕事が可能な状態なもの）、施設利用型勤務（サテライトオフィス、テレ
ワークセンター、スポットオフィス等を就業場所とするもの）と、個人事業者や小規模事業
者等が行う SOHO（主に専業性が高い仕事を行い、独立自営の度合いが高いもの）、内職型
副業勤務（主に他のものが代わって行うことが容易な仕事を行い独立自営の度合いが薄いも
の）があげられます。　
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女性管理職の状況 平成 29 年事業者調査

ワーク・ライフ・バランス

　誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育てや介護
の時間や、家庭、地域、自己啓発、趣味等の個人の時間を持てる健康で豊かな生活が送れる
ことをいいます。
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第４章　施策の展開

 施策の方向２ （ー２）　子育てや介護を共に支え合い、子どもを産み育てやすい　　

　　　　　　　　　　 社会の実現

　「家庭での役割を主に誰が担っているか」を過去 10 年間と比較し、従来家庭での役割の大半は、「主

に妻」が担ってきましたが、「 ⑸ 育児」「 ⑺ 保育園・幼稚園・学校行事や PTA への参加」「 ⑼ 親の世話（介

護をする）」においては、男性の参画割合の増加が顕著に表れており、今後、この価値観を広げてい

くことが大切です。

　また、コロナ禍で導入が進んだテレワークの拡大は、夫婦間の家事・育児の分担を見直す契機とな

ります。働き方の自由な選択ができるよう、事業者への働きかけや安心して子育てや介護ができる社

会の実現にむけ、多様なライフスタイルに対応した子育てや介護支援の充実を図ります。

次にあげる家庭での役割を主にどなたが担っていますか。（前回・前々回調査との比較）　　　 　　  

 令和元年度市民意識実態調査
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第４章　施策の展開

 ３　 基本目標 3　生涯を通じた心身の健康維持・増進

　人生を健やかに生きていくことは、全ての人の願いです。男女が共に自らの身体について正しい情

報を持ち、ライフステージに応じて身体と心の健康管理・保持増進に努めることは、仕事や家庭、自

己の充実した人生のための基礎であり大変重要なことです。

　また、ＤＶ、性犯罪、セクシュアル・ハラスメントなど多様化する女性への暴力やハラスメントを

未然に防ぐため、支援や啓発を行います。

　被害にあったとき、男性は女性に比べて他者に相談しにくいと感じているという傾向がわかります。

生涯にわたって心身共に健康を維持することは、全ての人にとって最も大切なことです。

【「暴力を受けたことがある」と答えた方への質問】

このような暴力を受けたことを誰かに相談しましたか。　　
令和元年度市民意識実態調査
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 施策の方向３ （ー１）　女性等に対するあらゆる暴力の根絶

　DV やセクシュアル・ハラスメントなどの性別にまつわるハラスメントは、肉体的、経済的、社会

的に優位に立つ男性から女性に対して行われることが多くなっています。

　暴力やハラスメントはそれを望まない相手に対して行使された力による支配であり、どんな場面でも

絶対に許されない行為であることを人々の意識に根付かせるため、継続した啓発活動に取り組みます。

　また、大規模災害時における男女共同参画の視点と女性の人権擁護が大変重要です。新型コロナウ

イルス感染拡大下においても同様であり、社会的な閉塞感、経済的な困窮などの非常時に、更なる

DV やハラスメントといった被害が発生しないよう、あらゆる人の認識を深めるため、男女共同参画

の視点からの防災対策等を推進します。

 DV （ドメスティック・バイオレンス）
　配偶者や交際相手など、親密な関係にある者・あった者からの暴力。暴力は身体的な暴力

だけでなく、携帯を勝手に見る、脅しや、バカ・死ねなどの言葉をあびせるなどの精神的な

もの、お金を渡さない・一切払わないといった経済的なもの、無理やりポルノビデオを見せ

る、避妊に協力しないといった性的なものも含みます。

 性別に関するハラスメント
▶セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）…性的な言動に対する相手方の対応によって不

　利益を与え、または性的な言動により相手方の生活や環境を害することをいいます。

▶マタニティ・ハラスメント（マタハラ）…働く女性が妊娠・出産に関連し職場において受

　けるいじめ、嫌がらせのこと。解雇や雇い止めといった不当な扱いだけでなく、言葉や態

　度による嫌がらせも含みます。

▶パタニティ・ハラスメント（パタハラ）…パタニティとは父性を意味し、パタニティ・ハ

　ラスメントとは男性が親としての権利である育児休業や子の看護休暇などの取得に対し、

　妨害、嫌がらせ、誹謗・中傷、降格、不利益な配置変更等を行うことを指します。

▶ SOGI・ハラスメント（ソジハラ）…SOGI とは、性的指向（恋愛・性愛の対象の性）・

　性自認（こころの性）のこと。SOGI・ハラスメントとは性的指向や性自認によるハラス

　メントを指します。
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第４章　施策の展開

 施策の方向３（ー２）　性別による健康維持阻害要因の除去

　男女は、身体的に異なる健康上の問題が生じることがあり、特に女性は妊娠・出産など、心身の状

態がライフサイクルによって大きく変化するという特性があります。リプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツ（性と生殖に関する健康と権利）をはじめとして、男女共に性に関する正しい知識と情報を持ち、

的確な医療や健康を支援する取組の充実を図ります。

　本市では、男性の自殺者が多く、中でも 40 〜 60 歳代の自殺者が多い傾向にあり、うつ病をはじ

めとする健康問題や生活苦などの経済問題がその原因や動機の多くを占めています。また新型コロナ

ウイルス感染拡大による望まない孤立で不安を抱える女性や解雇等で生活貧困に直面する女性の自殺

も増加しています。

　男性は女性に比べて悩みを周囲に相談しない傾向があることから、心身の健康状態や生活状況等に

ついて、相談しやすい環境整備と周知に取り組みます。

富士市の自殺者数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　警察庁自殺統計

富士市の年齢階級別自殺者数の推移　　　　　　　　　　　　警察庁自殺統計
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リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

　リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）とは、平成 6（1994）年、エジプト
のカイロで開かれた国際人口開発会議の「行動計画」及び平成 7（1995）年の第４回世界女
性会議の「北京宣言及び行動綱領」において、「人間の生殖システム、その機能と（活動）過
程の全ての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社
会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされています。
　また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、「全てのカップルと個人が
自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、その
ための情報と手段を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康
及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利」とされています。
　なお、妊娠中絶については、「望まない妊娠の防止は常に最優先課題とし、妊娠中絶の必要
性をなくすためにあらゆる努力がなされなければならない。」とされています。
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 ４ 　基本目標 4　個性を尊重し多様性を持って共存する社会の実現

　性別や国籍、年齢、障害の有無に関わらず、多様な個性を認め合い、対等な立場で関わり合える社

会の実現が求められており、意識の醸成や支援が必要です。

　女性は、これまでの社会経済構造の中で、男性よりも経済的基盤が弱い傾向にあり、現在もなお、

非正規雇用の割合が高く、安定した経済生活を送るための基盤が不安定な状況にあります。

　また、セクシュアル・マイノリティといわれる人々が、周囲の無理解や偏見によって生活が困難な

状況に陥らないよう、性の多様性について周知・啓発していく必要があります。

　さらに、言葉や文化が異なる外国人市民、障害のある人などが自立した生活を送れるよう、差別や

偏見をなくすよう努め支援していくことは、多文化共生社会の実現を目指す上でも、今後ますます重

要となります。　
 施策の方向４（ー１）　固定観念にとらわれず多様な人材を生かす社会へ

　男はこうあるべき、女はこうあるべき、といった性別役割分担意識はまだまだ根深く、様々な事情

を抱える人々の生きづらさを助長します。全ての人は個性が違い、誰一人として同じ背景を持つ人は

なく、誰もが何らかのマイノリティであるということが言えます。

　特に、セクシュアル・マイノリティについては、周囲に知識や理解がないため、差別と偏見による

生きづらさを抱えています。このような状況を少しでも変えるため、令和 3（2021）年 4 月 1 日か

ら「富士市パートナーシップ宣誓制度」をスタートさせました。今後も、市民の多様な性に対する理

解促進のために取り組みます。

　また、男女共同参画の様々な分野で活動する市民や市民団体との協働により、行政だけでは行えな

い様々な分野での男女共同参画を推進し、男女共同参画の活動の輪を広げていきます。

 性の多様性
性のあり方は多様であり、構成要素は次の 4 つといわれています。

・生物学的な性（体の性）　

・性自認（こころの性）

・性的指向（恋愛・性愛の対象の性）

・性別表現（言葉遣いや服装など個人が表現する性）

　

これらの組み合わせにより社会

的に少数派となる人たちのこと

をセクシュアル・マイノリティ

（性的少数者）といいます。
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ＬＧＢＴ（Ｑ）

　レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字を並べた言葉です。
セクシュアル・マイノリティの総称として使われることがありますが、この 4 つに限られる
ものではなく、実際には多様な性のあり方の一部にすぎません。
　また、同じくセクシュアル・マイノリティの総称として、LGBTQ、LGBTQ +、ＬＧＢＴs
などと呼ばれることもあります。
　Ｌ：女性の同性愛者（Lesbian：レズビアン）
　Ｇ：男性の同性愛者（Gay：ゲイ）
　Ｂ：両性愛者（Bisexual：バイセクシャル）
　Ｔ：こころの性とからだの性との不一致（Transgender：トランスジェンダー）
　Ｑ：Ｑuestioning：クエスチョニングまたはQueer：クイアの頭文字。クエスチョニングは、
        性的指向や性自認を決められない、分からない、決めないなどの人で、クイアは、セク 
        シュアル・マイノリティの総称の 1 つです。
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  施策の方向４（ー２）様々な困難な状況におかれている人が安心して暮らせる社会へ

　性別、国籍、年齢、障害の有無、ひとり親家庭であること等に関わらず、多様な背景と個性を尊重

し、認め合う社会の実現により、社会的・経済的に弱者といわれる人が、他者と同様に働けることが

でき経済的生活力の向上に繋がります。

　また、コロナ禍において、非正規雇用の女性や外国人が解雇されるといったことが重大な問題とな

りました。性別や国籍等にとらわれず、誰もがいきいきと暮らせるよう、全ての人の就労及びキャリ

アの持続・形成への支援が必要です。

　本市では、個々が抱える様々な事情により、働きたくても働けなかった方々へ就労のための支援を

するユニバーサル就労を推進しています。協力企業や他機関との連携を図り、相談者の希望や事情に

寄り添う支援を進めてまいります。

外国人に対してどのような印象を持っていますか。
令和元年度富士市多文化共生についての市民意識調査

ユニバーサル就労

　様々な理由により働きたくても働くことができない状態にある全ての人が自らが選択した
仕事に就くこと。その個性や意欲に応じて能力を発揮し、社会を構成する一因として社会経
済活動に参加すること。
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